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一  略  一   
二  訪 問 看 護 が 定 め る 営 業 日 以 外 の 日 又 は 営 業 時 間 以

外 の 時 間 に お け る に 係 る 指 定 訪 問

看 護 の 費 用 の 額 の 算 定 方 法 区 分 番 号 ０ １ の 注 1
3
に 規 定 す る 夜 間

・ 早 朝 訪 問 看 護 加 算 若 し く は 注 1
4
に 規 定 す る 深 夜 訪 問 看 護 加 算

又 は 区 分 番 号 ０ １― ２ の 注 ９ に 規 定 す る 夜 間 ・ 早 朝 訪 問 看 護 加 算

若 し く は 注 1
0
に 規 定 す る 深 夜 訪 問 看 護 加 算 を 算 定 す る 日 を 除 く

 

二  訪 問 看 護 が 定 め る 営 業 日 以 外 の 日 又 は 営 業 時 間 以

外 の 時 間 に お け る に 係 る 指 定 訪 問

看 護 の 費 用 の 額 の 算 定 方 法 区 分 番 号 ０ １ の 注 1
3
に 規 定 す る 夜 間

・ 早 朝 訪 問 看 護 加 算 若 し く は 深 夜 訪 問 看 護 加 算 又 は 区 分 番 号 ０ １

― ２ の 注 ９ に 規 定 す る 夜 間 ・ 早 朝 訪 問 看 護 加 算 若 し く は 深 夜 訪 問

看 護 加 算 を 算 定 す る 日 を 除  

 


